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　 貸付地周辺（橋脚・ネットフェンスの周辺・入退出路など）についても、対象地と同様に

用途地域

　貸付地は「はざみ山遺跡」の一部であり、国道１７０号野中跨道橋建設に伴い、平成５年度

藤井寺市水道局　　072-939-1111（代）

　なお、これらの届出や調査にかかる費用につきましては、全て占用者の負担となります。

※北区画の北側・南側及び南区画の北側については、交差点内のため出入口設置不可。

　 土地利用に関する近隣住民及び関係機関等との調整は、全て占用者において行って下さい。

建築行為：大阪府建築指導室審査指導課 確認・検査グループ　電話 06-6210-9724 (直)

開発行為：藤井寺市都市整備部 まちづくり推進課 　　　　　 電話 072-939-1111 (代)

※便宜上、「野中」交差点～「野中南」交差点間を『北区画』、「野中南」交差点～「野中５」
交差点間を『南区画』と表記します。

して下さい。

関西電力㈱羽曳野営業所　0800-777-8026

良好な管理を行ってください。（清掃・投棄ゴミの処理等）
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　 開発行為及び建築行為については、事前に大阪府及び藤井寺市と協議してください。

都市
ガス

（本管）

　 （お問い合わせ先）　大阪府教育委員会 文化財保護課　　電話 06-6210-9900 (直)

60%

調査した部分以外の部分については未調査となっております。

（引込管）

有有

㎡

準住居地域

東側：一般国道170号（南行側道）・幅員約5.5～6.5ｍ・舗装有・高低差無

藤井寺市下水道課　072-939-1111（代）

大阪ガス㈱ マップメンテナンスセンター
06-6202-2141

電気
（配電線）

の着手前の届出が必要となるほか、過去に発掘調査がなされていない箇所における掘削の

無 無

（引込管）

建ぺい率

【次頁へつづく】

に本件貸付地のうち北区画の一部についてのみ、発掘調査を実施しておりますが、その際に

　本件貸付地を使用するにあたり、掘削行為をされる場合は、文化財保護法に基づく工事等
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公共
下水道

（本管）

（引込管）

有

貸付対象面積 2,808

交通
機関

　　 市街化区域内

200%

2,114,430円/年

西側：一般国道170号（北行側道）・幅員約6～7ｍ・舗装有・高低差無

藤井寺市野中五丁目271番8外
（一般国道１７０号野中跨道橋下）

容積率

　 （お問い合わせ先）

貸付
期間

最 　低
貸付料
（年額）

物 件 明 細

・文化財保護法 （はざみ山遺跡）　※周知の埋蔵文化財包蔵地

物件番号 近鉄南大阪線　古市駅
北西約1000ｍ

面　　積

5年

１．土地の概要

所在地
（路線名）

接面道路

の状況

地域地区

　 平面駐車場（コインパーキング含む）等、平面利用を想定しております。

・道路法 （一般国道１７０号道路区域内）

・建築基準法

照会先及び電話番号

有

貸付地に多数落下しておりますので、予めご承知置き下さい。

　　【特記事項】

配管等の状況区分

都　 市
計画法

　貸付地の上にある高架橋及び橋脚付近にハトなどの野鳥が飛来しており、これらの糞が

場合は、発掘調査が必要となります。詳細につきましては、大阪府教委文化財保護課に確認
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　また、貸付地の上にある高架橋については、平成31年度に定期点検を実施する予定ですの

ください。

 　なお、国道１７０号の南行側道に高圧管と中圧管が埋設されており、「野中南」交差点の約

　 （お問い合わせ先）　大阪ガス㈱ マップメンテナンスセンター　電話 06-6202-2141

　1.3ｍ）しております。詳細については、ＮＴＴ西日本㈱に確認してください。

　 （お問い合わせ先）  ＮＴＴ西日本　大阪アクセス運営センタ　　電話 06-4258-4041

　高架橋及び高架下の点検等のため、大阪府又は府から発注を受けた業者が貸付地に立入

　　（別の箇所で新たに引き込むのは許可できません）

　 （お問い合わせ先）　藤井寺市下水道課　　　　　 電話 072-939-1111 （代）

の照明灯用に引き込んでおりますが、現況のものをそのまま使う場合に限り引込を認めます。

ときは、占用開始日（平成28年４月１日）までに当該施設の所有者と譲渡等の協議を行って

　おります。詳細については、関西電力㈱に確認してください。

　 （お問い合わせ先）  大阪府富田林土木事務所　管理課 管理担当

　なお、この協議については、大阪府は一切関与いたしません。

　　　　　　　　　　　　　　　電話 0721-25-1131（代）

詳細については、藤井寺市に確認してください。

　 対象地近辺には公共下水道管がありませんので、汚水排水が生じる利用はできません。

を受けてください。なおこの場合は現況の車両出入口を構造物によって閉鎖する等の工事を

していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

　 （お問い合わせ先）　　大阪府富田林土木事務所 管理課 管理担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 072-952-1234（代）

　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 0721-25-1131（代）

　 上水道については、「野中南」交差点の北側約４０ｍの位置において、藤井寺市の水道管

　　特　記　事　項　（１／２）

藤井寺市に確認してください。

　 （お問い合わせ先）　藤井寺市水道局　　　　　　 電話 072-939-1111 （代）

　　貸付地の北区画の一部において、ＮＴＴのケーブルが貸付地に対して斜めに縦断（土被り約

公募により占用許可申請者に決定した場合に、占用に際して当該施設の使用を希望される

30ｍ北付近以南においては、側道の車道と高架下部の境界付近に埋設されていますので、

　 対象地への車両の出入りについては、現況の出入口をそのまま利用して下さい。

なお、現況の出入口を使わず新たに設置する場合は、大阪府及び所轄警察署と協議し許可（φ 150mm、本管）が、国道１７０号を横断する形で埋設されています。詳細については、

　 （お問い合わせ先）  大阪府富田林土木事務所　維持保全課 計画保全グループ

　 （お問い合わせ先） 　関西電力㈱羽曳野営業所　　電話 0800-777-8026

　　貸付地の北区画の一部において、関西電力㈱のケーブルが貸付地に対して斜めに縦断して

　 電気については現在、「野中南」交差点東側にある引込柱から、高架下の駐車場と高架道路

　　　　　　　　　　　　　　　電話 0721-25-1131（代）

ることがあります。これらの者による高架橋及び高架下の工事・点検等で、現地にある占用物

件等が支障になる場合は、占用者の負担において撤去又は移動をお願いします。

　　　対応をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府羽曳野警察署 交通課 交通規制係

　 これらにかかる費用はすべて占用者の負担になります。

近接工事をされる場合は事前協議が必要です。詳細については大阪ガス㈱に確認して下さい。

　既存の占用物件（車止め・消火施設等）は来年３月末までに撤去される予定ですが、この

    ※貸付地内にある大阪府・大阪府警・ＮＴＴなどのマンホールの保守点検についても同様の

　 都市ガスについては、国道１７０号の北行側道の歩道に、低圧管が埋設されています。

で、あらかじめご承知置き下さい。

　対象地は現在、駐車場（月極限定）として占用されています。
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は、占用者の責に帰するものとします。

　第三者による道路施設の損傷行為に起因して、占用者が占用する施設に損害が生じた場合、

大阪府に求償できません。

　貸付地内のグレーチング （道路排水のためのものは除く）の跳ね上がり等による事故について

　 南区画の上に、大阪府が管理する「野中歩道橋」が通っておりますが、当該歩道橋から貸付

地内に物が落下したこと等により生じた損害については、占用者の責に帰するものとします。

　　特　記　事　項　（２／２）



（１）位置図　(物件番号：第　３　号）

対象地 

対象地 



測   点 Ｘ Ｙ

倍積

面積 地積 ㎡

  3354.286365

  1677.1431825   1677.14

L1     1008.411      995.335

L4      992.735      991.564

M1      997.850      971.085

M2     1004.992      948.426

M3     1011.064      923.481

R1     1017.357      910.246

R2     1020.958      895.234

R3     1018.058      894.523

S1     1020.834      882.664

S4     1033.966      880.277

S5     1036.060      882.012

N3     1021.766      941.907

NN1     1019.600      950.912

Ａ号地

橋脚等控除面積 77.30m2

  1677.14（Ａ号地）＋1208.00（Ｂ号地）＝2,885.14m2

2,885.14－77.30＝2,807.84m2

占用許可対象面積 2,808m2
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B
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